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教育委員会 

令和６年１０月定例会 

① 
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議  事   日  程 

 

日 程 １  教育長職務代理者の指名及び議席の   ……   Ｐ  ３ 

決定について  

 

日 程 ２  第２３号報告  ………………………………   Ｐ  ４～１０ 

長崎市北公民館及びチトセピアホール指  

定管理者候補者選定審査会の審査結果に  

ついて  

 

日 程 ３  第２４号報告  ………………………………   Ｐ１１～１８  

長崎市科学館指定管理者候補者選定審査  

会の審査結果について  

 

日 程 ４  第２５号報告  ………………………………   Ｐ１９～２２ 

公の施設の指定管理者の候補者の選定に  

ついて（長崎市北公民館） 

 

日 程 ５  第２６号報告  ………………………………   Ｐ２３～２６ 

公の施設の指定管理者の候補者の選定に  

ついて（長崎市科学館） 

 

日 程 ６  第５０号議案  ……………………………   （別   冊） 

教職員の人事について  
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   教育長職務代理者の指名及び議席の決定について 

「参 照」 

 ○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 （教育長） 

第１３条 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。 

２ 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめそ

の指名する委員がその職務を行う。 

   〔以下、略〕 

 〇 長崎市教育委員会会議規則（抜粋） 

（議席）   

第６条 委員の議席は、委員の任命がある都度最初に開かれる会議におい

て教育長が定める。 

   〔以下、略〕 
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第２３号報告 

   長崎市北公民館及びチトセピアホール指定管理者候補者選定  

   審査会の審査結果について  

 

 令和６年８月２日及び令和６年１０月２０日に開催した長崎市北公民館

及びチトセピアホール指定管理者候補者選定審査会の審査結果は、別紙のと

おりです。  

 

  令和６年１０月２８日提出  

 

                 長崎市北公民館及びチトセピアホール  

                 指定管理者候補者選定審査会  

                        会長  宮下 茂 

 

   理  由 

 長崎市北公民館及びチトセピアホール指定管理者候補者選定審査会の審

査結果について、長崎市教育委員会指定管理者の候補者の選定に係る審査会

規則第８条の規定に基づき教育委員会に報告するもの。 
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「別 紙」 

   長崎市北公民館及びチトセピアホール指定管理者候補者選定審査会  

   の審査結果  

 

１ 第１回選定審査会  

⑴   日 時 令和６年８月２日（金） １０時～１２時  

⑵   場 所 長崎市役所１７階 中会議室  

⑶   出席者  委  員  ５人中５人出席  

       事務局   教育総務部長、  

生涯学習企画課長、同課地域学習係長、  

同課職員  

文化振興課長、同課係長、同課職員  

 

 ⑷ 内  容 

  ア 会長及び職務代理者の選出  

  イ 募集要項等の説明及び協議  

  ウ 選考方法及び審査基準の説明  

選定基準のうち着眼点となる項目について説明を行った。  

 

     

２ 第２回選定審査会  

⑴   日 時 令和６年１０月２０日（日）１０時～１３時  

⑵   場 所 長崎市役所５階  第１委員会室  

⑶   出席者  委  員  ５人中５人出席  

        事務局   教育総務部長、  
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事務局   生涯学習企画課長、同課地域学習係長、  

              同課職員  

 文化振興課長、同課係長、同課職員  

 

       応募団体  １者  

⑷   内 容 

  ア 書類審査  

（ア）審査基準の説明  

    評価項目「価格点」については、「長崎市公の施設の指定管理者制度 

に関する指針」により、応募団体の提案金額から算定した点数を委員  

全員の評価とすることにした。  

  （イ）安定した経営能力について  

   経営又は財務に関する専門的知識を有する委員から、応募団体の１   

者は安定した経営能力を有しているとの評価報告を受けた。  

 （ウ）価格点について  

   委員１人当たりの価格点を２８点満点とすることを確認した。  

   応募団体の価格点を２１点とした。  

 イ 面接審査  

 ウ 指定管理者候補者の選定  

 別添「長崎市北公民館及びチトセピアホール指定管理者選定審  

査会における審査結果」のとおり、候補者を選定した。   
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「参  照」  

 ○  長崎市教育委員会指定管理者の候補者の選定に係る審査会規則  

   （抜粋）  

 (設置の単位 ) 

第２条  審査会は、指定管理者に管理させようとする公の施設 (公募によ

らず管理させるものを除く。以下「施設」という。 )を単位として設置

するものとする。ただし、施設の類型、性質等を勘案し、施設の種類ご

とに区分し審査させることが適当と教育委員会が認めるときは、区分さ

れた種類を単位として、審査会を設置することができる。  

  〔  中  略  〕  

 (結果報告 ) 

第８条  会長は、審査が終わったときは、速やかにその結果を教育委員会

に報告しなければならない。  

  〔  以下、略  〕  
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第２４号報告 

   長崎市科学館指定管理者候補者選定審査会の審査結果について  

 令和６年７月８日、９月１５日及び１０月２２日に開催した長崎市科学館

指定管理者候補者選定審査会の審査結果は、別紙のとおりです。  

 

  令和６年１０月２８日提出  

 

                    長崎市科学館  

                    指定管理者候補者選定審査会  

                    会長  原 田 康 英 

 

   理  由 

 長崎市科学館指定管理者候補者選定審査会の審査結果について、長崎市教

育委員会指定管理者の候補者の選定に係る審査会規則第８条の規定に基づ

き教育委員会に報告するもの。 
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「別 紙」 

   長崎市科学館指定管理者候補者選定審査会の審査結果  

１ 第１回選定審査会  

 ⑴ 日 時 令和６年７月８日（月）１８時００分～２０時５０分 

 ⑵ 場  所 長崎市役所１５階 中会議室  

 ⑶ 出席者  委  員  ５人中５人出席  

       事務局   教育総務部長、生涯学習施設課長、  

同課施設活用係長  

 ⑷ 内  容 

  ア 会長及び職務代理者の選出  

  イ 募集要項等の説明及び協議  

  ウ 審査及び選定基準の説明  

     

２ 第２回選定審査会  

 ⑴ 日  時 令和６年９月１５日（日）１０時００分～１２時００分  

 ⑵ 場  所 長崎市科学館  

 ⑶ 出席者  委  員  ５人中４人出席  

       事務局   生涯学習施設課長、同課施設活用係長、同課職員 

 ⑷ 内  容 

  ア 現地視察  

 

３ 第３回選定審査会  

 ⑴ 日 時 令和６年１０月２２日（火）９時００分～１５時１０分  

 ⑵ 場  所 長崎市役所１５階 中会議室  
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 ⑶ 出席者  委  員  ５人中５人出席 

       事務局   教育総務部長、生涯学習施設課長、  

同課施設活用係長、同課職員  

       応募団体 ３者 

 ⑷ 内  容 

  ア 書類審査  

   (ｱ) 資格審査について  

     申請に必要な書類に不備がなく、募集要項で求める応募資格を有

していることを事務局で確認済みであることを報告した。  

   (ｲ) 安定した経営能力について  

     経営又は財務に関する専門的知識を有する委員から、各応募団体

は、安定した経営能力を有しているとの評価報告を受けた。  

   (ｳ) 価格点について  

     評価項目「価格点」については、「長崎市公の施設の指定管理者

制度に関する指針」に基づき応募団体の提案金額から算定した点

数、有限会社ステージサービス３０点（３６点満点）、長崎ミライ

科学共同事業体（株式会社インテックス、株式会社コングレ、株式

会社大和総業）２８点（３６点満点）及び長崎ダやモンドスタッフ

株式会社３４点（３６点満点）を委員１人当たりの価格点とするこ

とを確認した。  

  イ 面接審査  

  ウ 指定管理者候補者の選定  

    別添「長崎市科学館指定管理者候補者選定審査会審査報告書」のと

おり、候補者を選定した。  
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「別 添」  
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「参 照」 

 ○ 長崎市教育委員会指定管理者の候補者の選定に係る審査会規則（抜

粋）  

 （設置の単位）  

第２条 審査会は、指定管理者に管理させようとする公の施設（公募によ

らず管理させるものを除く。以下「施設」という。）を単位として設置す

るものとする。ただし、施設の類型、性質等を勘案し、施設の種類ごと

に区分し審査させることが適当と教育委員会が認めるときは、区分され

た種類を単位として、審査会を設置することができる。  

  〔 中 略 〕 

 （結果報告） 

第８条 会長は、審査が終わったときは、速やかにその結果を教育委員会に

報告しなければならない。  

  〔 以下、略  〕 
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第２５号報告 

   

   公の施設の指定管理者の候補者の選定について（長崎市北公民館） 

 

 長崎市北公民館の管理を行わせるため、長崎市北公民館及びチトセピア

ホール指定管理者候補者選定審査会による審査の結果のとおり、第一順位

の団体を指定管理者の候補者として選定するため、長崎市教育委員会教育

長事務委任規則（昭和２７年長崎市教育委員会規則第６号）第２条第１項

の規定により別紙のとおり決定したが、重要と認められる事項であること

から同条第２項の規定により報告する。  

 

  令和６年１０月２８日提出  

                   長崎市教育委員会  

                   教育長   西 本 德 明 
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「別 紙」 

  

   公の施設の指定管理者の候補者の選定について  

    

次のとおり公の施設の指定管理者の候補者を設定するものとする。  

    

１ 公 の 施 設 の 名 称 長崎市北公民館  

２ 指定管理者の候補者 長崎市西山２丁目２２番１８号  

            有限会社  ステージサービス  

            取締役  出口 亮太 

             

             

  令和６年１０月２４日提出  

長崎市教育委員会  

                   教育長   西 本 德 明 
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「参  照」 

○ 長崎市公民館条例（抜粋）  

第４条 教育委員会は、北公民館の管理を地方自治法 (昭和 22 年法律第 67

号)第 244 条の 2 第 3 項の規定により、教育委員会が指定するもの (以下

「指定管理者」という。 )に行わせる。  

 ２ 教育委員会は、前項の指定に当たっては、公募の方法により、これ

を行うものとする。  

 ３ 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書そ

の他教育委員会規則で定める書類を添付して、教育委員会に提出しな

ければならない。  

 ４ 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲

げる条件を満たすもののうちから最も適当と認めるものを指定管理

者として指定する。  

  (1) 市民の平等利用を確保することができるものであること。  

(2) 北公民館の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減

が図られるものであること。  

 (3) 北公民館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有して

いるものであること。  

 (4) 前 3 号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める条件  

  〔 以下、略  〕 

 

○ 長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋）  

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を

教育長に委任する。 
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(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。  

(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。  

(3) 県費負担に係る教職員の任免その他の進退について内申すること。 

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関

の職員（前号の教職員を除く。）の任免その他の進退に関すること。  

(5) 教科書の採択を決定すること。  

(6) 学校その他教育機関の敷地の選定及び変更を決定すること。  

(7) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改  

廃すること。  

(8) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。  

(9) 通学区域を設定し、又は変更すること。  

(10) 他の教育委員会との協議事項を決定すること。  

(11) 法第２６条に規定する点検及び評価に関すること。  

(12) 法第２７条及び第２９条に規定する意見の申出に関すること。  

(13) 審査請求（教育長がその権限（委員会から委任された権限を含  

む。）に基づき行った行政処分に係るものを除く。次条第１項におい

て同じ。）及び訴訟等に関すること。  

(14) 文化財の指定及びその解除に関すること。  

(15) 行政文書及び個人情報の開示決定等に関すること。  

(16) 学校運営協議会の設置並びに委員の任命及び委嘱に関すること。 

２ 教育長は、前項の規定により委任された事項のうち、重要と認められ

るものについては、その事務の管理及び執行の状況を、教育委員会に報

告しなければならない。  
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第２６号報告  

   公の施設の指定管理者の候補者の選定について  

 長崎市科学館の管理を行わせるため、長崎市科学館指定管理者候補者選

定審査会による審査の結果のとおり、第一順位の団体を指定管理者の候補

者として選定するため、長崎市教育委員会教育長事務委任規則（昭和２７

年長崎市教育委員会規則第６号）第２条第１項の規定により別紙のとおり

決定したが、重要と認められる事項であることから同条第２項の規定によ

り報告する。  

 

  令和６年１０月２８日提出   

                   長崎市教育委員会  

                   教育長   西 本 德 明 
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「別 紙」 

   公の施設の指定管理者の候補者の選定について  

 次のとおり公の施設の指定管理者の候補者を選定するものとする。  

 

１ 公の施設の名称 長崎市科学館  

２ 指 定 管 理 者 長崎市淵町２番２５号  

          長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社  

          代表取締役社長 大熊  稔幸  

 

  令和６年１０月２４日 

長崎市教育委員会  

                    教育長  西本 德明  
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「参 照」 

 ○ 長崎市科学館条例（抜粋） 

 （指定管理者による管理）  

第４条 教育委員会は、科学館の管理を地方自治法（昭和 22年法律第67号）

第244条の２第３項の規定により、教育委員会が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせる。  

２ 教育委員会は、前項の指定に当たっては、公募の方法により、これを

行うものとする。  

３ 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その

他教育委員会規則で定める書類を添付して、教育委員会に提出しなけれ

ばならない。  

４ 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げ

る条件を満たすもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者と

して指定する。  

 ⑴ 市民の平等利用を確保することができるものであること。  

 ⑵ 科学館の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図ら

れるものであること。  

 ⑶  科学館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している

ものであること。  

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める条件  

 

 ○ 長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋）  

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を

教育長に委任する。  
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(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。  

(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。  

(3) 県費負担に係る教職員の任免その他の進退について内申すること。  

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の

職員（ 前号の教職員を除く。）の任免その他の進退に関すること。  

(5) 教科書の採択を決定すること。  

(6) 学校その他教育機関の敷地の選定及び変更を決定すること。  

(7) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。  

(8) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。  

(9) 通学区域を設定し、又は変更すること。  

(10) 他の教育委員会との協議事項を決定すること。  

(11) 法第２６条に規定する点検及び評価に関すること。  

(12) 法第２７条及び第２９条に規定する意見の申出に関すること。  

(13) 審査請求（  教育長がその権限（  委員会から委任された権限を含

む。）に基づき行った行政処分に係るものを除く。次条第１  項におい

て同じ。）  及び訴訟等に関すること。  

(14) 文化財の指定及びその解除に関すること。  

(15) 行政文書及び個人情報の開示決定等に関すること。  

(16) 学校運営協議会の設置並びに委員の任命及び委嘱に関すること。  

２ 教育長は、前項の規定により委任された事項のうち、重要と認められ

るものについては、その事務の管理及び執行の状況を、教育委員会に報

告しなければならない。  
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